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Ⅰ 市 勢 
1 新座市の歩み 

 
 

新座市は、柳瀬川・黒目川沿いに開けた沖積低地と、そこに挟まれた野火止

台地からなり、古くから居住の場のみならず、宿場や交通の要所として栄え、

時代の流れとともに大きな発展をしてきました。 

市域には、旧石器時代から戦国時代に至るまで両河川流域を中心に１００か

所余りの遺跡があり、弥生時代には河川流域に水田が開かれ、古墳時代から奈

良・平安時代には広く人の居住していたことが確認されています。 

その頃新座の周辺では、律令政治により先進文化を持つ新羅人の政治的移住

が行われていましたが、７５８（天平
て ん ぴ ょ う

宝
ほ う

字
じ

２）年武蔵
む さ し

国
こ く

に新羅
し ら ぎ

郡
ぐ ん

が設置され、

その後新倉
に い く ら

郡、さらに新座
に い ざ

郡と名称を変えますが、本市の名はその歴史的名称

に由来するものです。 

やがて、武蔵武士の台頭から片山郷の出身である片山氏が、鎌倉時代から南

北朝時代にかけて黒目川流域を中心に活躍します。 

その後、徳川家康が江戸幕府を開府して近世になると、江戸の近郊という地

理的・政治的な要因から河川や街道が整備されて人口も増加し、市の南部地域

は江戸幕府の旗本（片山７騎等）の知行地や天領として、また北部地域は川越

藩領や平林寺領が入り組んだ形態となっていきました。 

特に、江戸時代の初期に当時江戸幕府の老中だった川越藩主の松平伊豆守信

綱が、江戸の生活用水として引かれた玉川上水からの分水権を得て、野火止台

地の開発のために野火止用水を開削したことは有名です。 

また、これに伴って１６６３（寛文３）年には松平氏が菩提寺として本願し

ていた平林寺を、信綱の子である輝綱が現在の埼玉県さいたま市岩槻区から野

火止の地に移しました。 

この平林寺は、首都近郊では希少となった、ナラやクヌギなどの植生による

広大な境内林があり、昭和４３年には国の天然記念物に指定されています。 

明治期には町村合併により、１０村が片山村に、また４村が大和田町となり、

昭和３０年３月に両町村が合併して新座町となりました。その後、都市化と共

（出典：第５次新座市総合計画 

（基本構想・前期基本計画）10頁の図表） 
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※ 都市計画区域の面積が国土地理院による

面積と異なるが、都市計画区域の面積につ

いては、現在埼玉県で変更手続中である。 

に人口の急増が始まり、昭和４５年の国勢調査により、人口が７万７千人余り

となり、埼玉県で３０番目の市として誕生しました。 
 

２ 現況 

本市は、埼玉県の最南端に位置し、東は朝霞市、南は東京都練馬区、西東京

市及び東久留米市、西は東京都清瀬市及び埼玉県所沢市、北は埼玉県入間郡三

芳町及び志木市と行政境を有し、総面積は２２．７８㎢、都心から２５㎞圏内

に位置しています。 

市域の北側に東武東上線「志木駅」、中央部にＪＲ武蔵野線「新座駅」が開

設されているほか、近隣としての南側に西武池袋線「ひばりヶ丘駅」、「清瀬

駅」等の私鉄駅があり、市民等の通勤、通学の足として鉄道網が整備されてい

ます。 

また、市立小学校１７校、市立中学校６校、私立中学校２校、県立高等学校

３校、私立高等学校２校、私立大学３校を有する文教都市であり、人口約１６

万５千人を擁する県南西部の中堅の住宅都市として発展を遂げています。 

 

３ 市制施行  昭和４５年１１月１日 
 

４ 面積    ２２．７８ｋ㎡ 

「全国都道府県市区町村別面積調」（令和５年１月１日国土交通省国土地理院） 

都 市 計 画 区 域    ２２．８０ｋ㎡（令和５年４月１日現在） 

市 街 化 区 域    １３．８２ｋ㎡ 

市街化調整区域     ８．９８ｋ㎡ 

  

５ 人口 住民基本台帳人口 １６５，６１１人（令和５年４月１日現在） 

0～14歳 15～29歳 30～44歳 45～59歳 60～74歳 75～89歳 90歳～ 合計 

20,367 24,421 29,688 39,734 27,058 22,169 2,174 165,611 

 

６ 世帯数 住民基本台帳世帯 ７８，４１９世帯（令和５年４月１日現在） 

人口・世帯数の推移（令和２年国勢調査） 
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７ 産業別就業人口（令和２年国勢調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 都市形態  住宅都市 

 

９ 都市宣言等 新座市交通安全都市宣言    （昭和５５年１１月 １日） 

新座市健康平和都市宣言    （昭和６３年 ６月 ４日） 

にいざ福祉のまちづくり宣言  （平成 ７年 ７月 ２日） 

新座市人権尊重都市宣言    （平成 ７年１１月 １日） 

新座市生涯学習都市宣言    （平成１２年１１月 １日） 

新座市男女共同参画都市宣言  （平成１３年１１月 １日） 

新座市ゼロカーボンシティ宣言 （令和 ４年 ５月２０日） 

 

１０ 市章（昭和４５年１１月１４日）、 市の木、市の花（昭和５２年１１月１日） 

 

 

 

 

 

 

●市章       ●市の木（モミジ）     ●市の花（コブシ） 

 

１１ 友好都市との交流 

⑴ 栃木県那須塩原市（旧・西那須野町） 

⑵ 新潟県十日町市（旧・中里村） 

⑶ フィンランド共和国ユヴァスキュラ市 

⑷ 中華人民共和国済源市 

⑸ ドイツ連邦共和国ノイルッピン市 
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１２ 財政状況 

⑴ 予算総括表                     （単位：千円、％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和５年度予算概要２頁「各会計当初予算額の推移」を加工して作成） 

  ⑵ 一般会計歳入歳出予算比較表 

歳入                         （単位：千円、％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和５年度新座市一般会計予算書 12-13 頁「歳入歳出予算事項別明細書」を加工して作成） 
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   歳出                          （単位：千円、％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

（令和５年度新座市一般会計予算書 14-15 頁 歳入歳出予算事項別明細書を加工して作成） 
 

⑶ 歳出性質別経費の状況                 （単位：千円、％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和５年度新座市一般会計歳入予算説明書・一般会計事業別予算説明書 48-49 頁を加工して作成） 
 

⑷ 自主財源比率・依存財源比率の推移             （単位：％） 
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⑸ 令和３年度決算状況 
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Ⅱ 議 会 構 成 
 

１ 議員数（令和５年４月１日現在） 

⑴ 条例定数……………２６人 

⑵ 現 員 数……………２６人（男性１４人・女性１２人） 

 

２ 定数条例の制定（新座市議会の議員の定数を定める条例） 

⑴ 公布  平成１９年１０月１日 

⑵ 施行  平成１９年１０月１日 

（平成２０年２月１７日執行の一般選挙から適用） 

 

３ 現議員の任期 

令和２年２月２６日～令和６年２月２５日 

 

４ 党・会派別議員数（単位：人）            令和５年４月１日現在 

党派 

会派 
公 明 党 日 本 共 産 党 無 所 属 合 計 

公 明 党 ７   ７ 

政 和 会   ６ ６ 

由 臨 会   ５ ５ 

日 本 共 産 党  ６  ６ 

市民と語る会   ２ ２ 

合 計 ７ ６ １３ ２６ 

 

５ 年齢別、当選回数別                 令和５年４月１日現在 

当選回数 

年齢 
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 合 計 

2 5～ 2 9 歳           ０ 

3 0～ 3 9 歳 １          １ 

4 0～ 4 9 歳 ２ ２  ２       ６ 

5 0～ 5 9 歳 ３  １  ２      ６ 

6 0～ 6 9 歳 ２ １ ３ １ １ ２     １０ 

70 歳～ ２       １   ３ 

合 計 １０ ３ ４ ３ ３ ２ ０ １ ０ ０ ２６ 

※ 年少：３８歳  年長：８０歳  平均：５８歳 
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６ 委員会 

⑴  常任委員会                   令和５年４月１日現在 

名称 定数 所管事項 

総 務 常 任 委 員 会 ６ 

一般会計のうち歳入に関する事項 
総合政策部所管に関する事項 
総務部所管に関する事項 
財政部所管に関する事項 
危機管理室所管に関する事項 
出納室所管に関する事項 
選挙管理委員会に関する事項 
公平委員会に関する事項 
監査委員に関する事項 
固定資産評価審査委員会に関する事項 
他の常任委員会の所管に属さない事項 

文教生活常任委員会 ７ 
教育委員会所管に関する事項 
市民生活部所管に関する事項 
農業委員会所管に関する事項 

厚 生 常 任 委 員 会 ７ 
総合福祉部所管に関する事項 
こども未来部所管に関する事項 
いきいき健康部所管に関する事項 

建 設 常 任 委 員 会 ６ 
まちづくり未来部所管に関する事項 
インフラ整備部所管に関する事項 

 

⑵ 特別委員会 

名称 定数 付託事項等 

都市高速鉄道１２号 

線特別委員会 
１２ 

都市高速鉄道１２号線の延伸について 
（設置期間：平成２１年１１月１８日～ ） 

第５次新座市総合計

画特別委員会 
２５ 

第５次新座市総合計画に関することについて 
（設置期間：令和２年２月２８日～ 

令和４年１１月２９日） 

 

⑶ 議会運営委員会 

ア 定 数  ６人（新座市議会委員会条例：平成２６年２月２０日一部改正施行） 

イ 任 期  ４年 

委員は、２人以上の会派の所属議員数により選出されるが、副議長及び 

１人会派の議員は、委員外議員として出席する。 

ウ 選出基準 

会派構成議員数 

(ｱ) ２～ ６人………………１人 

(ｲ) ７～１３人………………２人 

(ｳ) １４人以上………………３人 
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⑷ その他 

ア 党・会派代表者会議（新座市議会会議規則第１６６条：協議等の場） 

各会派間の意思の調整を図るため、議長、副議長並びに党及び会派の代

表者によって構成し、必要に応じて開催する。 

(ｱ) 改選後の議会運営委員会委員の選出に関すること。 

(ｲ) 議員室の割振りに関すること。 

(ｳ) 議会運営委員会の協議事項に属さないこと。 

イ 全員協議会（新座市議会会議規則第１６６条：協議等の場） 

行政上の諸問題として、議会が知っていなければならない問題や突発事

件について、議会として緊急に対策を立てるため協議したい場合、あるい

は市長からの要請により、必要があると認めた場合に議長が招集し、議員

全員をもって構成する。 



10 

Ⅲ 議 会 運 営 
 

１ 会議 

⑴ 会期の内定 

会期は付議事件等を考慮し、議会運営委員会において協議の上、内定する。

議会運営委員会の開催時期は、議会招集日のおおむね３日前に開催する。 

 

⑵ 定例会の日程 

開会 → 会議録署名議員の指名 → 会期の決定 → 諸般の報告 →市長提

出議案上程及び説明 → 議案調査（２日間）→ 市長提出議案に対する質疑 

→ 委員会付託 → 委員会審査 → 一般質問 → 議案調査（１日間）→ 委

員長報告・質疑・討論・採決 → 請願・陳情の委員長報告・質疑・討論・採

決→ 議員提出議案上程・説明・質疑・討論・採決  → 閉会中の継続審査

（調査）申出 → 閉会 

 

⑶ 本会議 

ア 会議時間 

(ｱ) 午前９時参集 

(ｲ) 午前９時３０分開議～午後５時延会・散会 

イ 議案の付託方法 

(ｱ) 条  例  案  所管の常任委員会に付託 

(ｲ) 予  算  案  所管の常任委員会に分割付託 

(ｳ) 決  算  案  所管の常任委員会に分割付託 

(ｴ) その他の議案  所管の常任委員会に付託又は全体会議 

ウ 委員会付託を省略することを例とする案件 

(ｱ) 人事等に関する同意案件 

(ｲ) 専決処分等の承認案件 

(ｳ) その他議会運営委員会が認めた案件 

(ｴ) 議員提出議案 

エ 動議 

(ｱ) 一般動議 

３人以上の賛成者（提出者を含む。）がなければ議題とすることがで

きない。 

(ｲ) 修正の動議 

地方自治法第１１５条の３の規定によるもの以外のものについては、

３人以上の賛成者（提出者を含む。）が連署して、議長に提出しなけれ

ばならない。 

オ 請願・陳情の取扱い 

議会運営委員会開催日前日までに議長に提出されたものは、その会期中

に委員会に付託し、審査に付す。また、会期中に提出されたものは、閉会

中の委員会に付託し、継続審査の申出をする扱いとし、それ以後のものは

次期定例会の審査に付す。陳情は、請願の例により処理する。 
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⑷ 傍聴 

ア 本会議 

(ｱ) 新座記者クラブ加盟の記者 

社名入り名札着用の上、自由に傍聴することができる。 

(ｲ) 上記以外の方 

受付票に必要事項を記入の上、傍聴券の交付を受け傍聴することがで

きる。 

(ｳ) 録音、写真、ビデオ等の撮影 

所定の申請書により申出をし、議長の許可を得る（フラッシュは原則

として使用禁止）。 

(ｴ) 傍聴席 

一般席：６２人 報道関係：８人 その他：親子傍聴室あり 

イ 委員会 

本会議と同様の手続により、傍聴及び録音、写真、ビデオ等の撮影を行

うことができる（撮影は委員長の許可を得る。）。 

 

⑸ 発言 

ア 通告の要・否 

(ｱ) 通告を要するもの………一般質問 

(ｲ) 通告を要しないもの……上記以外。ただし、通告した者の発言順序

を優先する。 

イ 質問・質疑の方法 

(ｱ) 一般質問 

ａ 質問は質問席で行う。 

ｂ 執行部答弁は、市長及び副市長のみ１回目は演壇で行い、２回目か

らは自席で行うこととし、部長等は自席で行う。 

(ｲ) 質疑 

ａ 質疑は質問席で行う。 

ｂ 執行部答弁は、市長及び副市長のみ演壇で行い、部長等は自席で行 

う。 

ｃ 委員長答弁は、委員長席で行う。ただし、一般会計予算・決算の分

割付託に関わる答弁は全て演壇で行う。 

ｄ 回数は１人３回までとする。 

ｅ 議案に対する質疑は、所属の委員会の所管に関するものは行わない

こととしている。 

ウ 一般質問（個人質問） 

(ｱ) 質問通告の時期 定例会開催前の議会運営委員会開催日の土・日・

休日を除く２日前の正午まで 

(ｲ) 質問者数 制限なし 

(ｳ) 質問回数 制限なし 

(ｴ) 質問時間 １人４５分以内（答弁を含めない。）。１回目は２５分以 

内とし、２回目以降は２０分以内とする。また、関連質問

は許可しないこととしている。 

(ｵ) 質問順序 通告順 

(ｶ) 質問方法 一問一答方式及び多問多答（一括質問一括答弁）方式の 

どちらでも可能 
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Ⅳ 議会の活動（令和４年） 
 

１ 定例会・臨時会開催状況（令和４年１月から令和４年１２月末日まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 常任委員会等開催状況（令和４年１月から令和４年１２月末日まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 付議件数（令和４年１月から令和４年１２月末日まで）       （単位：件） 
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４ 議決状況（令和４年１月から令和４年１２月末日まで）        （単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 休日議会開催状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 議場コンサート開催状況（休日議会の休憩時間に開催） 

議場コンサートを開催して、市民の皆さんに議場へ足を運んでいただき、市議会への関心を

高めるとともに、開かれた議会・親しまれる議会を目指しています。 
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７ 議員提出議案提出状況（令和４年１月から令和４年１２月末日まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 常任委員会政策研究 

報告年 委員会名 研究テーマ 

令和元年 
総務常任委員会 

「災害から命と財産を守るまちづくり」 

～自主防災活動の取り組みについて～ 

文教生活常任委員会 ＳＤＧｓについて 

厚生常任委員会 中高年のひきこもり支援について 

建設常任委員会 
「溢水対策」 

～集中豪雨などによる浸水被害について～ 

令和２年～ 

令和３年 
総務常任委員会 ＳＤＧｓを第５次新座市総合計画に活かす 

【研究中】 

令和４年～ 

令和５年 

総務常任委員会 自治体ＤＸについて 
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９ 常任委員会等視察状況 

  ⑴ 常任委員会等行政視察（平成３１年４月から令和５年３月末日まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 各会派による視察研修（令和４年６月から令和５年３月末日まで） 

※令和４年５月までは新型コロナウイルス感染拡大防止のため休止 
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１０ 視察来訪状況（令和４年６月から令和５年３月末日まで） 

※ 令和４年５月までは新型コロナウイルス感染拡大防止のため視察の受入れを休止 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１ 議員研修会開催状況（令和４年４月から令和５年３月末日まで） 
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１２ 市議会の広報 

⑴ 会議録 

会議録は本会議、委員会、全員協議会、党・会派代表者会議について作成

している。 

ア 録音方式 デジタル音声反訳 

イ 発行部数 

(ｱ) 本会議 １回当たり１０部（年４回） 

(ｲ) 委員会 １部 

(ｳ) 全員協議会等 １部 

ウ 納  期 次期定例会の７日前まで（本会議のみ） 

エ 閲  覧 現物閲覧又は市議会ホームページにおける会議録検索システム 

https://www.city.niiza.lg.jp/soshiki/52/kaigirokukennsakusisutemu.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

    会議録検索システムの画面（会議録の検索例） 

 

⑵ にいざ市議会だより 

  市議会だよりは、議案審議のあらまし、議案等の審議結果、一般質問、全

員協議会、意見書・決議、請願・陳情等を掲載 

 ア 発行回数 年４回（5/25 号、7/25 号、11/25 号、1/25 号） 

イ 発行部数 5/25 号～11/25 号 各７８，９００部 

1/25 号  ７９，１００部 

ウ 配布方法 市広報紙と同時配布するほか、市内の公共施設、金融機関等

及び市議会ホームページへの掲載（PDF 形式）による 

 

 

 

 

 

 

 

 令和４年度発行「にいざ市議会だより」各号の表紙 
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⑶ ホームページ 

  当市議会ホームページの特徴として、「開かれた議会づくり」、「議会の説

明責任」等の観点から、平成２５年第３回定例会からインターネット議会中

継を開始した。 

 ア 開設年 平成１２年 

イ 主な内容  

(ｱ) 新着情報 

(ｲ) 議長あいさつ 

(ｳ) 議案等の審議結果 

(ｴ) 議会日程のお知らせ 

(ｵ) 議員紹介 

(ｶ) 会議録の閲覧・検索 

(ｷ) 請願・陳情の提出方法 

(ｸ) 議員報酬等、行政視察受入れなどについて 

(ｹ) 政務活動費について 

(ｺ) 議会だより 

(ｻ) インターネット議会中継（生中継、録画配信） 

ウ アドレス http://www.city.niiza.lg.jp/life/7/29/（新座市議会ホームページ） 
  

⑷ 議会要覧 Ａ４版 年１回発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 議場の様子 
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Ⅴ 議会費 
 

１ 議員報酬等                     令和５年４月１日現在 

 ⑴ 月額報酬 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 期末手当支給率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 期末手当は、平成２年４月１日から報酬月額及びその報酬月額に０．２０を乗じて得た額の合計額 

 

２ 費用弁償 

⑴ 旅 費（平成５年７月１日から適用） 

鉄道賃及び船賃、航空賃は実費支給、車賃については１ｋｍ３７円、日当

は２，５００円（宿泊を伴わない１都６県及び山梨県への出張を除く）、宿泊

料１泊につき１５，０００円を支給する。 
 

⑵ 会議出席費用弁償 

招集に応じ、会議又は常任委員会、議会運営委員会若しくは特別委員会に

出席したときに支給する。 

日額１，０００円（平成１７年４月１日改定） 

 

３ 政務活動費 

１人当たり月額 ２０，０００円 

年額２４０，０００円（平成１３年４月１日制定） 

※ 会派（１人も含む）に対して交付し、収支報告書及び領収書の提出を義務付け

ている。
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４ 議会運営委員会行政視察旅費 

１人当たり年額 ６０，０００円以内（平成２１年４月１日改定） 

    

５ 常任委員会行政視察旅費（一泊の場合） 

１人当たり年額 ８０，０００円以内（平成２７年４月１日改定） 

   

６ 議 会 予 算 

令和５年度当初予算                    （単位：千円） 
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Ⅵ 議会事務局 
１ 機構（令和５年４月１日現在） 

⑴ 定 数 １０人 

⑵ 現員数  ９人 

庶務係 ２人 

議会事務局  局 長   副局長   専門員    

３人※   議事調査係 ２人 

                  （※うち１人は議事調査係長兼務） 

 局 長１人 

副局長１人 

専門員３人（うち１人は議事調査係長兼務）  

係 長１人  庶務係 １人 

主 任３人  庶務係 １人 

議事調査係 ２人 

 

２ 事務分掌（令和５年４月１日現在） 

                   （新座市議会事務局処務規程第５条） 

庶務係 議事調査係 
⑴ 公印の保管に関すること。 

⑵ 議員の身分及び資格得失に関すること。 

⑶ 儀礼及び交際に関すること。 

⑷ 文書の収受、発送及び整理保管に関す

ること。 

⑸ 議長会等に関すること。 

⑹ 議会の予算及び経理に関すること。 

⑺ 議員の議員報酬及び費用弁償等に関す

ること。 

⑻ 職員の任免、その他人事に関すること。 

⑼ 職員の給与に関すること。 

⑽ 物品の管理及び受払に関すること。 

⑾ 議員共済会に関すること。 

⑿ 議員の福利厚生に関すること。 

⒀ 議場その他各室の管理に関すること。 

⒁ 各種連絡調整に関すること。 

⒂ 他の係の所管に属しないこと。 

⑴ 本会議及び委員会に関すること。 

⑵ 議事日程及び諸般の報告に関すること。 

⑶ 議決事件の処理に関すること。 

⑷ 請願及び陳情の受理及び処理に関する

こと。 

⑸ 会議録の作成及び整理に関すること。 

⑹ 委員会記録調製に関すること。 

⑺ 全員協議会及び党・会派代表者会議に

関すること。 

⑻ 議会広報の編集及び発行に関すること。 

⑼ 議案の調査に関すること。 

⑽ 議員の政務活動費の交付に関すること。 

⑾ 議員発議の調査に関すること。 

⑿ 議会に関する条例、規則等の制定改廃

に関すること。 

⒀ 各種資料の収集及び統計に関すること。 

⒁ 関係法令の調査に関すること。 

⒂ 議会図書室に関すること。 

⒃ 前各号に掲げるもののほか、議事、調

査及び研究に関すること。 
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Ⅶ 資料 
１ 歴代議長                     令和５年４月１日現在 
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２ 歴代副議長                    令和５年４月１日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏名 就任年月 退任年月 在任期間

野 島 新 吉 昭 和 30 年 3 月 1 日 昭 和 31 年 1 月 30 日 11 か 月

並 木 重 五 郎 昭 和 31 年 3 月 5 日 昭 和 35 年 2 月 25 日 4 年

野 島 新 吉 昭 和 35 年 3 月 1 日 昭 和 37 年 3 月 2 日 2 年 1 か 月

池 谷 鯉 太 郎 昭 和 37 年 3 月 3 日 昭 和 38 年 5 月 14 日 1 年 3 か 月

神 谷 東 太 郎 昭 和 38 年 5 月 14 日 昭 和 39 年 2 月 25 日 10 か 月

神 谷 東 太 郎 昭 和 39 年 2 月 29 日 昭 和 43 年 2 月 25 日 4 年

髙 橋 正 治 昭 和 43 年 2 月 28 日 昭 和 45 年 10 月 31 日 2 年 9 か 月

髙 橋 正 治 昭 和 45 年 11 月 1 日 昭 和 46 年 3 月 20 日 5 か 月

石 川 忠 次 昭 和 46 年 3 月 20 日 昭 和 46 年 5 月 25 日 3 か 月

川 島 義 晴 昭 和 46 年 5 月 25 日 昭 和 47 年 2 月 25 日 10 か 月

橋 本 善 四 郎 昭 和 47 年 3 月 7 日 昭 和 50 年 5 月 19 日 3 年 3 か 月

瀧 島 浩 昭 和 50 年 5 月 19 日 昭 和 51 年 2 月 25 日 10 か 月

中 村 昭 作 昭 和 51 年 3 月 9 日 昭 和 53 年 3 月 9 日 2 年 1 か 月

嶋 田 岩 吉 昭 和 53 年 3 月 9 日 昭 和 55 年 2 月 25 日 2 年

三 木 一 明 昭 和 55 年 3 月 12 日 昭 和 57 年 3 月 6 日 2 年

鳥 田 孝 昭 和 57 年 3 月 6 日 昭 和 59 年 2 月 25 日 2 年

藤 澤 良 明 昭 和 59 年 3 月 6 日 昭 和 61 年 3 月 4 日 2 年

三 木 一 明 昭 和 61 年 3 月 4 日 昭 和 63 年 2 月 25 日 2 年

髙 橋 治 雄 昭 和 63 年 3 月 7 日 平 成 元 年 5 月 10 日 1 年 3 か 月

廣 木 壽 俊 平 成 元 年 5 月 31 日 平 成 2 年 3 月 2 日 10 か 月

長 谷 川 宗 順 平 成 2 年 3 月 2 日 平 成 4 年 2 月 25 日 2 年

須 田 健 治 平 成 4 年 3 月 5 日 平 成 4 年 7 月 7 日 5 か 月

山 﨑 利 一 平 成 4 年 9 月 1 日 平 成 6 年 2 月 28 日 1 年 6 か 月

山 﨑 利 一 平 成 6 年 3 月 1 日 平 成 8 年 2 月 25 日 2 年

古 澤 平 成 8 年 3 月 1 日 平 成 10 年 2 月 27 日 2 年

保 坂 フ ミ 子 平 成 10 年 2 月 27 日 平 成 12 年 2 月 25 日 2 年

田 巻 隆 平 平 成 12 年 3 月 1 日 平 成 14 年 2 月 26 日 2 年

尾 﨑 吉 明 平 成 14 年 2 月 26 日 平 成 16 年 2 月 25 日 2 年

朝 賀 義 平 成 16 年 2 月 27 日 平 成 18 年 2 月 24 日 2 年

小 鹿 伸 衛 平 成 18 年 2 月 24 日 平 成 20 年 2 月 25 日 2 年 1 か 月

工 藤 薫 平 成 20 年 2 月 27 日 平 成 22 年 2 月 23 日 2 年

笠 原 進 平 成 22 年 2 月 23 日 平 成 24 年 2 月 25 日 2 年 1 か 月

笠 原 進 平 成 24 年 2 月 28 日 平 成 26 年 2 月 20 日 2 年

石 島 陽 子 平 成 26 年 2 月 20 日 平 成 27 年 1 月 31 日 １ 年

工 藤 薫 平 成 27 年 2 月 19 日 平 成 28 年 2 月 25 日 １年 1か月

石 島 陽 子 平 成 28 年 2 月 29 日 平 成 31 年 2 月 19 日 3 年

鈴 木 明 子 平 成 31 年 2 月 19 日 令 和 2 年 2 月 25 日 １年 1か月

小 野 大 輔 令 和 2 年 2 月 28 日 在 任 中

令和２年４月１日現在

昭和30年3月1日大和田町、片山村合併により新座町発足

昭和45年11月1日　市制施行
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３ 市議会議員                     令和５年４月１日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ◎ 委員長 〇副委員長  12 号線：都市高速鉄道 12 号線特別委員会    
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４ 新座市議会インターネット中継 アクセス件数 
 

⑴ 生中継 （平成３０年第１回～令和５年第１回） 

定例会名 アクセス数（件） 定例会名 アクセス数（件） 

平成３０年第１回定例会 1,175 令和３年第１回定例会 1,201 

第２回定例会 589 第２回定例会 832 

第３回定例会 875 第３回定例会 1,101 

第４回定例会 738 第４回定例会 965 

平成３１年第１回定例会 751 令和４年第１回定例会 1,340 

令和元年第２回定例会 508 第２回定例会 909 

第３回定例会 694 第３回定例会 1,112 

第４回定例会 559 第１回臨時会 19 

令和２年第１回定例会 1,232 第４回定例会 1,030 

第２回定例会 587 令和５年第１回定例会 1,093 

第１回臨時会 40 
  

第２回臨時会 77 
  

第３回定例会 918 
  

第４回定例会 1,033 
  

 
⑵ 録画配信 （令和４年１月～令和５年３月） 

閲覧時期 アクセス数（件） 閲覧時期 アクセス数（件） 

令和４年 １月 224 令和５年 １月 155 

２月 76 ２月 123 

３月 521 ３月 343 

４月 204   

５月 132   

６月 531   

７月 145   

８月 244   

９月 307   

１０月 236   

１１月 138   

１２月 294   

合  計 3,052 合  計 621 
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５ 新座市行政組織図                令和５年４月１日現在 
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